
平成24年4月1日現在

【通所リハビリテーションの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）について】

利用料単位
（１日当り）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
単位（１日当り）

合計単位
（１日当り）

利用者負担
（１日当り）

要介護度１ 671 12 683 721円
要介護度２ 821 12 833 879円
要介護度３ 970 12 982 1,036円
要介護度４ 1,121 12 1,133 1,196円
要介護度５ 1,271 12 1,283 1,354円

利用料単位
（１日当り）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制
単位（１日当り）

理学療法士等体制強化
加算

合計単位
（１日当り）

利用者負担
（１日当り）

要介護度１ 270 12 30 312 330円
要介護度２ 300 12 30 342 361円
要介護度３ 330 12 30 372 393円
要介護度４ 360 12 30 402 425円
要介護度５ 390 12 30 432 456円

【介護予防通所リハビリテーションの利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）について】

利用料単位
（１月当り）

利用者負担
（１月当り）

ｻｰﾋﾞｽ提供体制（Ⅰ）
単位（１日当り）

利用者負担
（１日当り）

要支援１ 2,412 2,545円 48 51円
要支援２ 4,828 5,094円 96 102円
　※サービス提供体制加算は、介護従事者の内、介護福祉士を40％以上配置しているため。

【加算等の費用】

加算 利用料 利用者負担額

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算

月額2,427円 月額243円

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ加算

退院・退所日又は認定
日から起算して
１月以内 　 1,266円
１月超3月以内 633円

　
１月以内　　　127円
１月超3月以内  64円

※個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加
算

844円 85円

入浴介助加算 528円 53円

通所リハビリ訪問
指導等加算

5,803円 581円

その他 重度療養管理加算 1,055円 106円

算定回数等

サービス提供時間　６時間以上８時間未満

サービス提供時間　１時間以上２時間未満

月に4回以上行った場合（ケアプラ
ンにて記載されている回数が4回以
上あれば、私都合や病欠にて4回以
上のご利用がなくても算定できる
ようになっています）

要介護4又は5であって、手厚い医
療が必要な状態の利用者様に対し
て実施した日数

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを
実施した日数

実施日数（月13回まで)
★短期集中リハビリマネージメン
ト加算を算定している場合は最高2
回までの個別リハビリテーション
加算の算定が可能となっています

石きり通所リハビリテーションの利用料金石きり通所リハビリテーションの利用料金石きり通所リハビリテーションの利用料金石きり通所リハビリテーションの利用料金

実施した日数

理学療法士又は作業療法士が、利
用者の居宅を訪問し、通所リハビ
リテーション計画の作成及び見直
しを行った場合は、（月1回）算定
できる

介護度による
区分なし



【その他の費用について】

※100円（内訳：ｼｬﾝﾌﾟｰ ・ ﾘﾝｽ　・　ﾎﾞﾃﾞｨｰｼｬﾝﾌﾟｰ・ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ・
紙タオル・おしぼりなどの費用）
※100円（内訳：書道・絵画・園芸・華道・料理・手芸等ｸﾗﾌﾞ活動に
係る費用）
※当日キャンセル料　600円（食事代として、税込み）

　⑤送迎費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに
基づき、送迎に要する費用の実費を請求いたします。

・通常の事業の実施区域は東大阪市です。
・※については短時間通所リハビリテーション（1時間以上2時間未満）のご利用者様に費用の徴収はありません。

　①食事代

・月平均の利用者の数が当事業所の定員を上回った場合及び通所リハビリテーション従業者の数が人員配置基準を下回った
場合は、上記金額のうち基本単位数に係る翌月の利用料及び利用者負担額は、70/100となります。

　④キャンセル料

※昼食及びおやつ　600円（１食当り食材料費及び調理コスト、税込み）

・サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び通所リハビリテーション計画
に位置付けられた時間数（計画時間数）によるものとしますが、利用者の希望又は心真の状況等により、あるサービス提供
日における計画時間数を短縮する場合は、その日に係る通所リハビリテーション計画を変更し、変更後のサービス提供時間
数に応じた利用料となります。なお引き続き、計画時間数とサービス提供時間数が異なる場合は、利用者の同意を得て、居
宅サービス計画の変更の援助を行うとともに通所リハビリテーション計画の見直しを行います。

　②日用品費

　③教養娯楽費

・利用者の希望又は心身の状況等によりサービスを中止した場合で、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる（1～
2時間程度の利用）の場合は、当日の利用はキャンセル扱いとなります（6時間以上8時間未満のサービス利用をされる利用者
様）


